
大阪府立大学及び大阪府立大学工業高等専門学校知的財産権取扱要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、大阪府立大学及び大阪府立大学工業高等専門学校知的財産権取扱規程

（以下「規程」という。）第 28条の規定に基づき、知的財産権の取扱いについて必要

な事項を定めるものとする。 

 

 （発明等の届出） 

第２条 規程第４条及び第 12条の別に定める職務に関連する研究とは、次に掲げるものとする。 

 (1) 大学等から研究費を受けて行った研究 

 (2) 大阪府立大学及び大阪府立大学工業高等専門学校共同研究規程による研究 

 (3) 大阪府立大学及び大阪府立大学工業高等専門学校受託研究規程による研究 

 (4) 大阪府立大学及び大阪府立大学工業高等専門学校寄附金取扱規程による研究 

 (5) 大阪府立大学及び大阪府立大学工業高等専門学校寄附講座規程による研究 

 (6) 国、他の地方公共団体又はその他の団体から研究費を受けて行った研究 

 (7) 大学等の施設・設備を使用して行った研究 

 (8) その他前各号に準じた研究 

２ 規程第４条及び第 12 条の届出は、発明等届（様式第１号）の提出により行うものとする。 

３ 届出は、共同発明の場合であっても、規程第４条及び第 12 条の届出を要するものとする。 

 

 （認定及び承継） 

第３条 規程第５条の認定にあたっては、その結果が教職員の権利に重大な影響を及ぼすもの

であるため、発明等の動機及びその過程並びに発明者の意見等をもとに慎重に行わなければ

ならない。 

２ 規程第５条及び第６条の承継の決定は、理事長が行うものとする。 

３ 理事長は、前項の決定を行うにあたっては、発明検討会（以下、「検討会」という。）の結

果作成される発明検討会報告書（様式３号）を参考にするものとする。 

４ 検討会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 

 (1) 知的財産マネジメントオフィス長補佐 

 (2) 知的財産マネジメントオフィス構成員 

 (3) URAセンター構成員 

５ 前項の規定にかかわらず、知的財産マネジメントオフィス長補佐が必要であると認めると

きは、検討会に前項に掲げる者以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

６ 検討会は、審議に当たっては発明の内容が外部に漏洩することを防止するため、秘密会と

し、関係書類も全て秘密の扱いとする。 

 

（任意譲渡） 

第４条 規程第６条の任意譲渡の申出は、任意譲渡申出書（様式第２号）により行うことがで

きるものとする。 

 

 （出願） 

第５条  規程第７条及び第 11条により行う出願又は登録のうち、大学等以外のものとの共有 

の産業財産権等については、別に定める共同出願契約書を締結するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、規程第５条第２項の規定により、ＴＬＯ等に譲渡した場合はこ

の限りでない。 



 

 （発明者の出願又は登録） 

第６条 規程第８条第１項ただし書による発明等の出願又は登録は、認定又は決定の後では、

当該発明等に係る法律上の保護が受けられなくなるおそれがある場合とする。 

 

 （通知） 

第７条 規程第９条の通知は、決定通知書（様式第４号）により行うものとする。 

  

（譲渡） 

第８条 規程第 10条の譲渡は、譲渡証書（様式第５号）の提出により行うものとする。 

２ 発明者が規程第 10条第２項による出願又は登録に要した費用を請求する場合は、出願・登

録費請求書（様式第６号）に証拠書類を添付して代表発明者から理事長に提出するものとす

る。 

 

 （適正管理） 

第９条 規程第 14条の運用について、大学等以外のものに使用させる場合は、別に定める実施

契約書を締結の上、実施料を徴収することとする。 

 

 （承継補償金等） 

第 10条 規程第 15条による承継補償金は、次表のとおりとする。 

権利の種類 金額 

特許権 一万円 

特許権を除く産業財産権、回路配置利用

権、育成者権 
五千円 

２ 承継補償金は、承継補償金決定通知書（様式第７号）により発明者に通知するものとする。 

 

 （実施補償金） 

第 11条 規程第 16条による実施補償金は、次の各号に掲げる金額を支払うものとする。 

 (1) 法人が当該知的財産権に係る発明の実施を許諾して実施料を得たときは、その収入の

100分の 30に相当する金額 

 (2) 法人が当該知的財産権を売却したときは、その代金の 100 分の 30に相当する金額 

２ 前項の規定により算出された実施補償金の額は、実施補償金決定通知書（様式第８号）に

より発明者に通知し、支払いを行うものとする。 

 

（諮問） 

第 12条 理事長が規程第 20条の事項を委員会に諮問するときは、諮問書（様式第１１号）に

より行うものとする。 

 

 （委員会の開催） 

第 13条 委員会の会議は、必要に応じて開催するものとする。 

２ 出願・登録以前の発明の審議に当たっては発明の内容が外部に漏洩することを防止するた

め、秘密会とし、関係書類も全て秘密の扱いとする。 

３ 理事長の諮問に対する委員会の決定事項は、答申書（様式第１２号）により行うものとす



る。 

 

 （審査の時期） 

第 14条 規程第 20 条に規定する知的財産権の審査請求又は維持に係る審査については、審査

請求又は維持に要する経費の納入期日３箇月前までに行うものとする。 

 

 （通知） 

第 15条 理事長は、前条の審査の結果、当該知的財産権を審査請求又は維持することが適当で

ないと認めたときは、当該知的財産権の審査請求又は維持に要する経費の納入期日２箇月前

までにその旨を発明者に知的財産権返還通知書（様式第９号）により通知し、当該知的財産

権を返還するものとする。 

 

 （異議の申立て） 

第 16条 規程第 26 条第１項の異議の申立ては、異議申立書（様式第１０号）の提出により行

うものとする。 

２ 規程第 26 条第２項の異議申立てに対する決定の通知は、決定書（様式第１３号）により行

うものとする。 

 

 （雑則） 

第 17条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附  則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成 31 年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ この要領の施行日以前において、出願又は登録の手続を行った知的財産権はこの要領に基

づいて取扱うものとする。 

  

 

 


